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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トナーとキャリアを有する現像剤を収容する現像容器と、
　回転駆動されることで、前記現像容器に収容された現像剤を攪拌及び搬送する攪拌部材
と、
　前記現像容器内の所定の範囲内の現像剤の透磁率を検出するセンサと、
　画像形成動作に先立って前記攪拌部材を駆動するモードを実行可能であって、前記モー
ド中における、前記攪拌部材の駆動周期あたりの前記センサの出力値の平均値の変動量が
所定範囲内である場合に、前記攪拌部材の駆動を停止させるコントローラと、
　を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　トナーとキャリアを有する現像剤を収容する現像容器と、
　回転駆動されることで、前記現像容器に収容された現像剤を攪拌及び搬送する攪拌部材
と、
　前記現像容器内の所定の範囲内の現像剤の透磁率を検出するセンサと、
　画像形成動作に先立って前記攪拌部材を駆動するモードを実行可能であって、前記モー
ド中における、前記攪拌部材の駆動周期あたりの前記センサの出力値の平均値が、所定時
間の単調増加もしくは単調減少しない場合に、前記攪拌部材の駆動を停止させるコントロ
ーラと、
　を有することを特徴とする画像形成装置。
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【請求項３】
　トナーとキャリアを有する現像剤を収容する現像容器と、
　回転駆動されることで、前記現像容器に収容された現像剤を攪拌及び搬送する攪拌部材
と、
　前記現像容器内の所定の範囲内の現像剤の透磁率を検出するセンサと、
　画像形成動作に先立って前記攪拌部材を駆動するモードを実行可能であって、前記モー
ド中における前記攪拌部材の駆動周期あたりの前記センサの出力値の最大値と最小値の差
分の変化量が所定値以下となった場合、もしくは前記差分が所定範囲内となった場合に、
前記攪拌部材の駆動を停止させるコントローラと、
　を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項４】
　トナーとキャリアを有する現像剤を収容する現像容器と、
　回転駆動されることで、前記現像容器に収容された現像剤を攪拌及び搬送する攪拌部材
と、
　前記現像容器内の所定の範囲内の現像剤の透磁率を検出するセンサと、
　画像形成動作に先立って前記攪拌部材を駆動するモードを実行可能であって、前記モー
ド中における前記センサの出力値の変動量に基づいて、画像形成動作に先立って行われる
前記攪拌部材の駆動を継続するか否か決定するコントローラと、
　現像装置の駆動がＯＦＦされてからＯＮされるまでの経過時間に関する情報を検出する
時間検出手段と、を有し、
　前記コントローラは、前記センサと前記時間検出手段の検出結果に応じて、前記モード
時における前記攪拌部材の回転駆動時間を変更することを特徴とする画像形成装置。
【請求項５】
　前記コントローラは、前記時間検出手段により検出された前記経過時間と、環境情報と
、に基づいて、画像形成動作に先立って行われる前記攪拌部材の回転駆動時間を変更する
ことを特徴とする請求項４に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、像担持体に形成された静電潜像をトナーとキャリアが混合された現像剤を用
いて現像する現像装置を有する画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、現像剤担持体の表面に現像剤を担持し、静電潜像を担持した像担持体の表面近傍
にこの現像剤を搬送供給し、像担持体と現像剤担持体の間に交互（交番）電界を印加しな
がら静電潜像を現像して顕像化する現像装置がよく知られている。
【０００３】
　画像形成装置を使い始める装置設置時や現像装置を機外に取り出し傾けてしまった場合
などの現像容器内における現像剤のバランスが崩れている場合がある。そこで、従来、現
像剤のバランスが崩れている事が予想される場合、現像剤のバランスを適切にするために
攪拌搬送スクリューを駆動させ、一定時間の空回転を行っていた。そのため、現像剤のバ
ランスが整う時間以上に攪拌搬送スクリューで空回転を行っていると、現像容器内の現像
剤の劣化を促進してしまう。また逆に、空回転時間が足りないと、現像剤のバランスが崩
れたまま画像形成を行ってしまい、現像スリーブに供給される現像剤が不足し画像濃度が
薄くなるなどの不良画像を発生してしまう。よって、不良画像を発生させず、かつ現像容
器内の現像剤を劣化させないためには、現像剤のバランスが整うまでの攪拌搬送スクリュ
ーの空回転時間を最適にする必要がある。
【０００４】
　ここで、上記現像剤のバランスとは、現像容器内の現像剤の剤面の高さとも言える。こ
の現像剤の剤面高さを検出する技術としては、特許文献１に開示されているように、現像
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剤に光を照射した時の反射光から現像剤の有無を検知する方式がある。しかし、反射光を
検出するセンサは、最も近接する現像剤のみを検出する。このため、反射光を検出するセ
ンサの表面が、高湿環境下等でトナーの帯電量が低下したとき等に生じるトナー飛散によ
り汚れてしまった場合に、検出精度が低下する問題がある。
【０００５】
　そこで、特許文献２のように、複数個の透磁率センサを配置し、各々の出力値の違いか
ら現像剤の剤面高さを推測する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０７－２０９９７９
【特許文献２】特開平０８－１４６７４２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献２の構成では、複数個の透磁率センサが必要となるため、コストが高
くなってしまうという問題があった。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、複数個の透磁率センサを設けなくても、現像容器内の現像剤
の高さバランスを検知可能であるとともに、容器内の現像剤のバランスが崩れることによ
る画像不良を抑制しながら、現像剤の劣化を抑制可能な画像形成装置を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の代表的な構成として、トナーとキャリアを有する現
像剤を収容する現像容器と、回転駆動されることで、前記現像容器に収容された現像剤を
攪拌及び搬送する攪拌部材と、前記現像容器内の所定の範囲内の現像剤の透磁率を検出す
るセンサと、画像形成動作に先立って前記攪拌部材を駆動するモードを実行可能であって
、前記モード中における、前記攪拌部材の駆動周期あたりの前記センサの出力値の平均値
の変動量が所定範囲内である場合に、前記攪拌部材の駆動を停止させるコントローラと、
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、複数個のセンサを設けなくても、現像容器内の現像剤の高さバランス
を検知可能であるとともに、容器内の現像剤のバランスが崩れることによる画像不良を抑
制しながら、現像剤の劣化を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】（ａ）は第１実施形態に係る現像装置の概略構成を示す模式断面図、（ｂ）は図
１（ａ）の現像装置の線Ｙ－Ｙから見た平面図
【図２】（ａ）は図１（ｂ）の現像装置の線Ａ－Ａから見た断面図、（ｂ）は図１（ｂ）
の現像装置の線Ａ－Ａから見た断面図
【図３】現像容器中の現像剤の透磁率の検出値推移グラフ
【図４】電子写真画像形成装置の一例を示す概略構成図
【図５】現像剤の状態に応じた現像装置の動作制御の一例を示すフローチャート
【図６】現像剤の状態に応じた現像装置の動作制御の一例を示すフローチャート
【図７】電子写真画像形成装置の一例を示す斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。ただし
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、以下の実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、それらの相対配置など
は、本発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。従
って、特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のもの
ではない。
【００１３】
　図４は現像装置を有する電子写真画像形成装置の要部である画像形成部を示す模式断面
図である。
【００１４】
　図４に示す電子写真画像形成装置は、像担持体である感光体ドラム３を回転自在に設け
ている。まず感光体ドラム３を一次帯電器４で一様に帯電する。次に、例えば露光手段５
によって情報信号を露光して感光体ドラム３に静電潜像を形成する。そして、感光体ドラ
ム３に形成された静電潜像を、トナーとキャリアが混合された現像剤を用いて現像装置３
２で現像し、可視像化する。次に可視像（トナー画像）を転写帯電器６によりシート等の
記録媒体７に転写し、更に定着装置８にて定着して永久画像を得る。また、感光体ドラム
３上の転写残トナーはクリーニング装置９により除去する。尚、クリーニング装置９をな
くしたクリーナレスの画像形成装置としてもよい。なお、画像形成部は、図４に示すよう
に、感光体ドラム３と、このドラムに作用する一次帯電器４、現像装置３２、クリーニン
グ装置９、露光手段５を有している。前記画像形成装置には、複数の画像形成部が設けら
れており、ここでは、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの画像形成部が設けられて
いる。そして、前述した工程をイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの４色の画像につ
いて行う事によってフルカラーの画像を得る事が出来る。
【００１５】
　図７に電子写真画像形成装置の外観斜視図を示す。図７に示すように、前述した感光体
ドラム３とこれに作用するプロセス手段としての一次帯電器４、現像装置３２、クリーニ
ング装置９は、プロセスカートリッジ１００ａ，１００ｂ，１００ｃ，１００ｄとして一
体化されている。各プロセスカートリッジ１００ａ，１００ｂ，１００ｃ，１００ｄは、
画像形成装置の本体２００に開閉可能に設けられたカバー２０１を開くことによって、画
像形成装置の本体２００に対して着脱可能な構成となっている。なお、各色のプロセスカ
ートリッジは、それぞれ感光体ドラムと、前述したプロセス手段の少なくとも１つを一体
化した構成にすればよい。プロセスカートリッジとして着脱できる構成にする事によって
、ユーザー自身が消耗品の交換などの簡易なメンテナンスを行う事ができ、ユーザービリ
ティの高い画像形成装置を提供できる。
【００１６】
　また、前記電子写真画像形成装置は、装置本体内の各部の動作を制御するコントローラ
３００（図１（ａ）参照）を有している。前記コントローラ３００は、このコントローラ
３００による処理を制御するＣＰＵ、このＣＰＵにより実行されるプログラムなどを記憶
しているＲＯＭ、ＣＰＵによる制御処理時に各種データを記憶するＲＡＭなどを有してい
る。そして、受信した信号等に応じて、以下に説明する動作を統括して制御する。
【００１７】
〔第１実施形態〕
　図１～図３を用いて、現像装置３２の第１実施形態について説明する。
【００１８】
　図１（ａ）において、現像装置３２は、トナーとキャリアが混合された現像剤３５を収
容する現像容器３１を備えている。現像容器３１の内部は隔壁４４によって現像剤流路で
ある現像室Ｒ１と攪拌室Ｒ２に区画されている。攪拌室Ｒ２の上方にはトナー貯蔵部であ
るトナー貯蔵室Ｒ３が設けられ、トナー貯蔵室Ｒ３の中には補給用トナー３３が収容され
ている。トナー貯蔵室Ｒ３の下部にある補給口３４からは、現像で消費されたトナーに見
合った量のトナーが攪拌室Ｒ２内に落下補給される。
【００１９】
　前記現像容器３１における現像室Ｒ１及び攪拌室Ｒ２の内部には、トナーとキャリアが
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混合された現像剤３５が収容されている。現像室Ｒ１内には、現像剤を攪拌しながら搬送
する攪拌部材である攪拌搬送スクリュー（以下単に「スクリュー」という）３６が収容さ
れている。スクリュー３６は、回転駆動により現像剤を攪拌しながら現像剤担持体である
現像スリーブ３８の長手方向に沿って搬送する。スクリュー３６は、現像剤の攪拌及び搬
送性に優れた機能を有するスパイラル形状をしている。
【００２０】
　攪拌室Ｒ２内には、同様に、現像剤を攪拌しながら搬送する攪拌搬送部材である攪拌搬
送スクリュー（以下単に「スクリュー」という）３７が収容されている。このスクリュー
３７も、スクリュー３６と同様に、現像剤の攪拌及び搬送性に優れた機能を有するスパイ
ラル形状をしている。攪拌室Ｒ２内のスクリュー３７による現像剤の搬送方向は、現像室
Ｒ１内のスクリュー３６による現像剤の搬送方向とは反対方向である。隔壁４４には図中
手前側と奥側に開口（図示せず）が設けられている。これにより、現像室Ｒ１にてスクリ
ュー３６で搬送された現像剤が一方の開口から攪拌室Ｒ２のスクリュー３７に受け渡され
、攪拌室Ｒ２にてスクリュー３７で搬送された現像剤が他方の開口から現像室Ｒ１のスク
リュー３６に受け渡される。このように、スクリュー３６，３７によって攪拌されながら
搬送される現像剤は、現像剤流路である現像室Ｒ１及び攪拌室Ｒ２に沿って現像容器３１
内を循環搬送される。
【００２１】
　また、現像容器３１の感光体ドラム３に近接する部位には開口部が設けられ、該開口部
に現像剤担持体である現像スリーブ３８が設けられている。現像スリーブ３８は、アルミ
ニウムや非磁性ステンレス鋼等の材質で、その表面に適度な凹凸を有する。
【００２２】
　現像スリーブ３８は、ここでは、矢印ｂ方向（感光体ドラム３の回転方向と同方向）に
周速度Ｖｂで回転し、現像容器３１の開口部上端に設けられた層厚規制ブレード４１にて
現像剤が適正な層厚に規制された後、該現像剤を現像領域に担持搬送する。現像スリーブ
３８に担持された現像剤の磁気ブラシは現像領域で矢印ａ方向に周速度Ｖａで回転する感
光体ドラム３に接触し、静電潜像はこの現像領域で現像される。現像スリーブ３８の周速
度Ｖｂは感光体ドラム周速比１００～３００％が望ましく、１５０～２００％ならさらに
よい。上記の範囲以下では十分な画像濃度が得られず、またそれ以上では現像剤の飛散が
生じる。より具体的には、本実施形態において感光体ドラム３は１５０ｍｍ／ｓｅｃにて
回転駆動されており、現像スリーブ３８は感光体ドラム３に対して周速比１７０％（すな
わち２５５ｍｍ／ｓｅｃ）にて回転駆動されている。
【００２３】
　現像スリーブ３８内にはローラ状の磁界発生手段である磁石４２が固定配置されている
。この磁石４２は、現像領域３９に対向する現像磁極Ｎ１を有している。現像磁極Ｎ１が
、現像領域３９に形成する現像磁界により現像剤の磁気ブラシが形成され、この磁気ブラ
シが感光体ドラム３に接触して静電潜像を現像する。その際、磁気ブラシに付着している
トナーと、スリーブ表面に付着しているトナーも、該静電潜像の画像領域に転移して現像
する。本実施形態では、磁石４２は上記現像磁極Ｎ１の他にＮ２，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３の各
搬送極を有している。
【００２４】
　現像スリーブ３８の回転によりＳ２極にて塗布された現像剤３５は層厚規制ブレード４
１を通過して現像磁極Ｎ１に至り、その磁界中に穂立ちした現像剤が感光体ドラム３上の
静電潜像を現像する。その後Ｓ２極、Ｓ３極間の反発磁界により現像スリーブ３８上の現
像剤は、現像室Ｒ１内へ落下する。現像室Ｒ１内に落下した現像剤はスクリュー３６，３
７により攪拌搬送される。現像剤を攪拌搬送するスクリュー３６，３７はそれぞれ３００
ｒｐｍの速度にて回転駆動し、現像容器内の現像剤を所定の速度で循環させている。
【００２５】
　図１（ａ）及び図１（ｂ）において、現像容器３１のスクリュー３７の近傍には、１つ
の透磁率検出手段であるインダクタンス検知センサ４３が固定されている。インダクタン
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ス検知センサ４３は、現像容器３１内の所定の範囲内の現像剤の透磁率の変化から現像容
器３１内の現像剤の剤面の状態を検出する。詳しくは後述する。
【００２６】
　ここで、現像剤３５をなすトナーとキャリアについて説明する。
【００２７】
　ここで使用されるトナーは、重合法のモノマーに着色剤及び荷電制御剤を添加したモノ
マー組成物を水系の媒体中で懸濁し重合させる製法で得た、球形状のトナー粒子（球形重
合トナー）である。前述した製法は安価に球形状のトナーを作製するには好適でる。また
、トナーが球形状であることから、耐久・放置等による現像剤のかさ密度変動が少なく、
現像剤のかさ密度を検出するインダクタンス検知方式ＡＴＲには最適なトナー粒子といえ
る。また製法が異なる球形度の低いトナーであってもインダクタンス検知方式を適用でき
る。
【００２８】
　次にここで使用されるキャリアは、低磁化キャリアが用いられており、上記球形重合ト
ナーとの組み合わせで高画質化が達成される。本発明者らの実験によると、現像スリーブ
と感光体ドラムとの距離（以下Ｓ－Ｄｇａｐと称す）が１５０～９００ｕｍ、単位面積当
たりの現像スリーブ上の現像剤量（以下Ｍ／Ｓと称す）が２０～５０ｍｇ／ｃｍ２、Ｔ／
Ｄ比が５～１２％の範囲内では、キャリアの磁化の強さは、磁場１キロエルステッドにお
ける磁化の強さ（σ１０００）が２００ｅｍｕ／ｃｍ３以下が好ましい。更に好ましくは
１４０ｅｍｕ／ｃｍ３以下であれば、隣り合う磁気ブラシの磁気的な相互作用が低磁化量
のために小さく、その結果磁気ブラシ穂が緻密にかつ短くなる。これにより、磁気ブラシ
が潜像上のトナー付着面をソフトにはくので、トナーがかき取られることにより発生する
画像不良である、いわゆるスキャベンジングを防ぎ、画像として解像度の高いものを提供
できる。ここではキャリアの磁化の強さ（σ１０００）は１３５ｅｍｕ／ｃｍ２である。
【００２９】
　尚、上記した磁化特性は理研電子（株）製の振動磁場型磁気特性自動記録装置ＢＨＶ－
３０を用いて測定した。キャリア粉体の磁気特性値は１キロエルステッドの外部磁場を作
った際の磁化の強さを求める。キャリアは円筒状のプラスチック容器に十分密になるよう
にパッキングした状態に作製する。この状態で磁化モーメントを測定し、試料を入れたと
きの実際の重量を測定して、磁化の強さ（ｅｍｕ／ｇ）を求める。ついで、キャリア粒子
の真比重を乾式自動密度計アキュピック１３３０（島津製作所（株）製）により求め、磁
化の強さ（ｅｍｕ／ｇ）に真比重をかけることで単位体積あたりの磁化の強さ（ｅｍｕ／
ｃｍ３）を求めた。尚、ここでは、低磁化量のキャリアを例として挙げたが、低磁化では
ないキャリアであっても本発明を適応できる。
【００３０】
　さて上述したように、二成分現像剤は磁性キャリアと非磁性トナーを主成分としており
、現像剤３５のトナー濃度（キャリア粒子及びトナー粒子の合計重量に対するトナー粒子
重量の割合）が変化すると磁性キャリアと非磁性トナーの混合比率による透磁率が変化す
る。当然、インダクタンス検知センサの検知範囲内にある現像剤の量によっても透磁率は
変化する。
【００３１】
　次に透磁率検出手段であるインダクタンス検知センサ４３について詳しく説明する。イ
ンダクタンス検知センサ４３は、図１（ａ）及び図１（ｂ）に示すように攪拌室Ｒ２の側
面で且つスクリュー３７に近接した場所に配置されている。インダクタンス検知センサ４
３のセンサ面（検知表面）４３ａの前に、現像剤の透磁率検知が可能な程度の現像剤の厚
みが存在し、且つスクリューの近傍であれば、別の場所でも構わない。本実施形態のイン
ダクタンス検知センサ４３は、コイルのインダクタンスを利用してセンサ近傍における一
定範囲内の現像剤の透磁率変化を検知するものを使用する。
【００３２】
　より具体的には、インダクタンス検知センサ４３は、センサ径φ８ｍｍのものを使用し
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、スクリュー３６，３７の径はφ１８ｍｍのものを使用する。インダクタンス検知センサ
４３は、図１（ａ）に示すように現像容器３１の攪拌室Ｒ２の側面に、センサ面の中心が
スクリュー３７の中心近くに合わせて設置されているが、設置できるスペースがあれば現
像室でもかまわない。
【００３３】
　本実施例において、センサ面はセンサ面上の現像剤の攪拌搬送性を考慮してスクリュー
に近接して配置した。スクリュー３７の最外郭面とインダクタンス検知センサ４３のセン
サ面との間の距離をＧとすると、距離Ｇは、本発明者らの検討では０．２～２．５ｍｍ程
度とすることが好ましいことがわかっている。しかし、センサ面をスクリューに近づけす
ぎると、スクリューの最外郭面がセンサ面に接触し、スクリューの回転によりセンサ面が
削れてしまう。そうなると、センサ面の変形、現像容器中へ削り粉の混入や、センサとス
クリューとの間の現像剤が押しつぶされ凝集塊を形成し、その凝集塊が画像劣化を引き起
こしてしまう。これらの検討結果を鑑みて、本実施形態においては距離Ｇは０．５ｍｍに
設定している。
【００３４】
　インダクタンス検知センサ４３はセンサ面から所定の検出範囲の透磁率を検出するので
、スクリュー３７の動きに伴って、検出される透磁率も変化する。具体的には、スクリュ
ーの回転周期にそって、現像剤がインダクタンス検知センサのセンサ面を通過していくの
で、インダクタンス検知センサが検出する透磁率の信号波形は、スクリューの動きに応じ
た最大値と最小値を有する信号波形を検出する。
【００３５】
　ここではインダクタンス検知センサにより現像剤の透磁率の検出を１ｍｓ毎に行う。そ
して、その１ｍｓ毎の検出を、波形の最大値と最大値の間に相当するスクリュー１周分（
スクリューの回転速度から１周に要する時間分）行い、これらの平均値を求める事によっ
てインダクタンス検知センサの検出値としている。
【００３６】
　そして、現像装置３２では、装置の初期使用時や現像装置３２の交換時などに、現像容
器３１に収容された現像剤の状態を安定させるべくスクリュー３７を回転駆動する動作を
行っている。
【００３７】
　ここで、図１（ｂ）、図２（ａ）、図２（ｂ）を用いて、現像容器３１内の現像剤のバ
ランスがとれている状態と崩れた状態について説明する。ここで、現像剤のバランスとは
、現像容器３１内の現像剤の剤面の状態のことであり、現像剤のバランスがとれている状
態とは、図２（ａ）に示すように現像剤の剤面の状態が安定している状態をいう。一方、
現像剤のバランスがくずれた（現像剤の剤面の状態が通常時と異なる）状態とは、図２（
ｂ）に示すように現像剤の剤面の状態が不安定な状態をいう。図１（ｂ）は画像形成を行
い通常時の現像装置３２の状態であり、図１（ａ）の線Ｘ－Ｘから見た平面図である。図
２（ａ）は図１（ｂ）の線Ａ－Ａから見た断面図であり、通常時の現像剤面の状態を示し
ている。図２（ｂ）は図１（ｂ）の線Ａ－Ａから見た断面図であり、通常時の現像剤面と
は異なる状態を示している。
【００３８】
　まず図２（ａ）を用いて現像容器３１内の現像剤の剤面の状態が安定している状態につ
いて説明する。図２（ａ）に示す通常時の現像装置３２の状態では、スクリュー３６が回
転駆動されて、現像剤が攪拌されながら搬送されても、現像容器３１内の現像剤の剤面の
状態は安定しており、現像剤の循環自体が大きく変わることはない。この状態において、
上述の１ｍｓ毎の検出を６０秒まで繰り返し検出を続ける。インダクタンス検知センサ４
３の近傍を通過する現像剤の量は安定しているので、インダクタンス検知センサ４３は同
じ波形を繰り返す信号波形を検出する。また、スクリュー１周分を平均化した検出値の推
移も安定した値となる。
【００３９】
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　次に図２（ｂ）を用いて現像装置３２内の現像剤の剤面が通常時の現像剤面とは異なる
状態について説明する。図２（ｂ）に示す状態においては、インダクタンス検知センサ４
３の近傍の現像剤の量が、その他の場所に比べて、大幅に減少している。そのため、スク
リュー３７の回転開始時の、インダクタンス検知センサ４３のスクリュー１周分を平均化
した検出値は、図２（ａ）の状態に比べて、小さい検出値として検出される。その後、ス
クリュー３７を継続して回転駆動するにつれ、現像剤面の状態は図２（ａ）のような安定
した状態に戻ってくる。このとき、インダクタンス検知センサ４３の検出値は以下のよう
に変化する。
【００４０】
　インダクタンス検知センサ４３の検出値は、始め小さな値であるが、スクリュー３７の
回転駆動を継続することで、インダクタンス検知センサ４３近傍における現像剤の量も増
加してくるため、検出値も増加してくる。さらに攪拌搬送を続けると、現像剤面の状態は
一定のところで安定する。それに伴い、インダクタンス検知センサ４３の検出値も安定す
る。この過程におけるインダクタンス検知センサ４３の検出値の推移グラフを図３に示す
。尚、図３の検出値の推移グラフは、上述のようにスクリュー１周分を平均化した検出値
を６０秒まで繰り返し検出を続けた時のものである。
【００４１】
　本発明者らの検討によれば、本例において現像容器３１内の現像剤面の状態が図２（ｂ
）に示す状態から図２（ａ）に示す安定した状態に戻るまで約２５秒ほどかかった。現像
容器３１内の現像剤面の状態が安定してくるに従って、インダクタンス検知センサ４３近
傍を通過する現像剤の量が安定してくるので、検出値も図３に示すように時間経過ととも
に安定してくる。よって、インダクタンス検知センサ４３の所定期間における検出値が安
定していれば、現像容器３１内の現像剤のバランスが安定したと判断する事が出来る。こ
こでは、検証のため、６０秒まで繰り返し検出する例を説明した。２５秒を過ぎたあたり
からインダクタンス検知センサ４３の検出値は安定してきており、実際に現像剤のバラン
スを２５秒時点で目視確認すると、バランスは安定した状態であることが確認できた。す
なわち、透磁率の検出値及び信号波形が連続して安定した値であれば、現像剤面の状態が
安定したと判断できる。この時点で、現像剤面の状態を整えるために駆動しているスクリ
ュー３７の駆動を停止すれば、無駄な空回転時間を無くす事ができる。
【００４２】
　そこで、本実施形態における現像装置３２は、現像容器３１に収容された現像剤の状態
を安定させるべくスクリュー３７を回転駆動する動作の際に、インダクタンス検知センサ
４３の検出結果に応じてスクリュー３７の回転駆動時間が決定される。なお、このスクリ
ュー３７の回転駆動時間は、画像形成装置の本体が有するコントローラ３００（図１（ａ
）参照）が、インダクタンス検知センサ４３の検出結果に応じて決定する。すなわち、コ
ントローラ３００は、画像形成動作前にスクリュー３７が駆動されているときの前記セン
サ４３の出力値に基づいて、画像形成動作に先立って行われるスクリュー３７の駆動を継
続するか否か決定する。以下、より具体的な制御内容について図５を用いながら説明する
。
【００４３】
　例えば、紙詰まりなど装置本体の不具合により現像装置が一旦機外に取り出され、取り
出された現像装置が元に戻される（Ｓ１１）。機外に取り出された現像装置は、機外でど
のような扱いを受けたかわからず、当然、現像剤の剤面がどのような状態なのかはわから
ない。そのため、現像容器内の現像剤面の状態を正常に戻すために攪拌搬送スクリューの
回転駆動を始める（Ｓ１２）。そして、インダクタンス検知センサの検出を始める（Ｓ１
３）。インダクタンス検知センサの検出は上述のように１ｍｓ毎の検出をスクリュー１周
分行い、その平均値を検出値として算出し、その検出値をデータＳｉｇ１，Ｓｉｇ２，Ｓ
ｉｇ３……ＳｉｇＮとして本体内に記録していく。所定数のデータＳｉｇ１，Ｓｉｇ２，
Ｓｉｇ３……ＳｉｇＮが蓄積されたら、データのばらつきＫを計算する。本例において、
ばらつきKとは、平均値からの差分をばらつき（変動量）Kとして定義計算する。具体的に
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は、過去５秒分の検出値の平均値を算出し、平均値に対して各検出値のΔ分（ばらつきＫ
）が所定値αより大きいかどうかを判断する（Ｓ１４）。ここで、ばらつきＫは、平均値
に対して多い場合、少ない場合がある。このばらつきＫの比較対象となる所定値αは、各
検出値の平均値にαだけプラスした上限値であり、且つαだけマイナスした下限値である
。したがって、これを所定範囲（所定値α）として、ばらつきＫがこの所定値αより大き
いかどうかを判断している。すなわち、ばらつき（変動量）Ｋが所定範囲内（所定値以下
）であるか所定範囲外（所定値より大きい）であるかを判断している。ばらつきＫが所定
値α以下である場合は、現像剤面の状態は既に安定していると判断し、その時点で攪拌搬
送スクリューの回転駆動を停止し（Ｓ１５）、通常の画像形成動作を行う準備作業へと移
る（Ｓ１６）。一方、（Ｓ１４）のステップにおいて、ばらつきＫが所定値αより大きい
場合は、まだ現像装置内の現像剤面の状態は不安定な状態であると判断し、攪拌搬送スク
リューを所定時間駆動する。ここでは、攪拌搬送スクリューを所定時間ｔ（秒）だけ駆動
し（Ｓ１７）、再びインダクタンス検知センサの検出を行い（Ｓ１３）、現像剤面の状態
が安定しているか再び判断する（Ｓ１４）。すなわち、攪拌搬送スクリューは、現像剤剤
面の状態が安定していると判断されるまで回転駆動される。
【００４４】
　尚、インダクタンス検知センサの検出値のばらつきにより現像剤面の状態の判断を行っ
たが、現像剤面の状態を判断する制御はこれに限定されるものではない。例えば、各検出
値における前後の値との変化率からも現像剤の状態を判断できる。
【００４５】
　具体的には、変化率（％）＝Ｓｉｇ（N）／Ｓｉｇ（N－１）×１００－１００にて算出
する。前回の値に比べ、最新の値が増加していれば、変化率はプラス（％）となる。仮に
、変化率プラスの状態が５回連続したとする。その場合（すなわち検出値Ｓｉｇが所定時
間（連続して所定回数検出する時間）の単調増加している場合）は、図３における図２（
ｂ）の検出値と図２（ａ）の検出値の中間の検出値が増加している区間であることが予想
できる。すなわち、現像剤のバランスが安定に向かい変化している途中であると判断でき
る。したがって、所定回数における変化率が一定方向に変化していれば、まだ現像剤のバ
ランスは安定していないと判断し、スクリューの回転駆動を継続する制御も可能である。
同様に、変化率マイナスの状態が５回連続した場合（すなわち検出値Ｓｉｇが所定時間（
連続して所定回数検出する時間）の単調減少している場合）も、スクリューの回転駆動を
継続する制御が可能である。すなわち、コントローラは、前記スクリューを駆動した状態
において、前記スクリューの駆動周期あたりの前記センサ４３の出力値の平均値が、所定
時間の単調増加もしくは単調減少しない場合に、前記スクリューの駆動を停止させる制御
が可能である。
【００４６】
　また、攪拌搬送スクリュー１周分の平均値ではなく、１周分の中の信号波形で判断して
もよい。具体的には、現像容器内の現像剤面の状態が崩れた（図２（ｂ）のようにインダ
クタンス検知センサ４３近傍の現像剤の量が少ない）状態では、センサ近傍の現像剤は攪
拌搬送スクリューの動きに追従する現像剤の量が少ない。そのため、現像剤面の状態が崩
れた状態では、１周分の信号波形中の最大値と最小値の差分が小さい。それが、現像剤面
の状態が安定してくるにしたがって、最大値と最小値の差分が大きくなってくる。尚、差
分が変化する理由は、検出範囲に現像剤がなければ透磁率の変化はゼロなので、最大と最
小の差分は小さく、検出範囲内の現像剤が増えてくると、透磁率の変化がでてくるため最
大と最小の差分が大きくなるためです。このように、１周分の信号波形中の最大値と最小
値の差分から現像剤面の状態が安定しているかを判断しても良い。
【００４７】
　また、信号波形も最初は、最大値と最小値の差分が小さく、差分の時間変化は大きかっ
たが、現像剤の量が安定してくるにしたがって、最大値と最小値の差分は大きくなり、差
分の時間変化がなくなり安定してくる。よって、上述の差分の時間変化から現像剤面の状
態が安定しているかを判断してもよい。
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【００４８】
　また、インダクタンス検知センサによる検出タイミングや検出期間、現像剤の状態の判
断基準は上述した例、計算方法に限定されるものではなく、画像形成装置の製品コンセプ
トや攪拌搬送スクリューの回転数、形状などにより調整してもよい。
【００４９】
　本発明者らの検討によれば、通常、現像装置の着脱が確認された際に復帰する時の攪拌
搬送スクリューの回転駆動時間は現像剤の状態にかからわず１８０秒行っていた。しかし
、上述の透磁率の変化から現像剤の状態を判断し、その判断に応じて攪拌搬送スクリュー
の回転駆動時間を決定（変更）するようにした結果、攪拌搬送スクリューの回転駆動時間
を５０～１５０秒程度に短縮する事が出来た。
【００５０】
　今までは、新しい現像装置の設置時や紙詰まりやメンテナンス等により現像装置の着脱
操作を行った時には、現像装置内の現像剤の状態が安定しているかどうか正確に把握でき
なかった。そのため、現像剤の状態にかからわず、必要以上に攪拌搬送スクリューの空回
転を行って現像剤の状態を安定させていた。そのため、現像剤の劣化が促進し、現像装置
の寿命が短くなってしまっていた。特に図７に示すような現像装置の着脱を簡易に行える
構成においては、現像装置の着脱回数が多いため、寿命の短縮化が顕著であった。
【００５１】
　本実施形態によれば、上述のように、１つのインダクタンス検知センサを用いて、透磁
率の変化から現像剤の状態を判断し、これに応じて攪拌搬送スクリューの回転駆動時間を
決定することで、コストを高くすることなく、攪拌搬送スクリューの空回転の時間を最小
限にすることができる。これにより、装置を立ち上げる時間を短縮でき、現像容器内の現
像剤の劣化を防止できる。また、現像装置内の現像剤の剤面が安定した状態であれば、現
像スリーブに供給される現像剤の量なども安定している。これにより、前述のような不良
画像を発生させる事もなく、良好な画像を長期にわたって形成する事のできる現像装置を
提供できる。
【００５２】
〔第２実施形態〕
　現像装置３２の第２実施形態について説明する。本実施形態の現像装置の概略構成は図
１（ａ）に示す現像装置と同じである。第１実施形態では透磁率検出手段を現像容器内の
現像剤面の状態を検出するのみに用いていたが、本実施形態では透磁率検出手段は、現像
剤面の状態だけでなく、現像剤のトナー濃度（Ｔ／Ｃ比）を検出するトナー濃度検出手段
も兼ねている。
【００５３】
　第１実施形態で述べたように、現像剤（二成分現像剤）３５は磁性キャリアと非磁性ト
ナーを主成分としている。この現像剤３５のトナー濃度（キャリア粒子及びトナー粒子の
合計重量に対するトナー粒子重量の割合）が変化すると、磁性キャリアと非磁性トナーの
混合比率による透磁率も変化する。その透磁率の変化を、インダクタンス検知センサによ
り検出する。
【００５４】
　インダクタンス検知センサ４３によって検出して電気信号に変換すると、この電気信号
はトナー濃度に応じてほぼ直線的に変化する。即ち、インダクタンス検知センサ４３から
の出力電気信号は現像装置内の二成分現像剤のトナー濃度に対応する。次にインダクタン
ス検知センサ４３からの出力電気信号の処理を説明する。インダクタンス検知センサ４３
からの出力電気信号は、現像装置内の実際のトナー濃度として前述したコントローラ３０
０（図１（ａ）参照）へ送られる。そして、コントローラ内にて、規定のトナー濃度（初
期設定値におけるトナー濃度）と前記現像装置内の実際のトナー濃度とを比較し、その結
果を記録する。尚、透磁率検出手段であるインダクタンス検知センサ４３にて現像剤面の
状態だけでなく、トナー濃度（Ｔ／Ｃ比）も検出する場合、第１実施形態と同様に、攪拌
搬送スクリューの動きに伴って、検出される透磁率も変化する。そこで、攪拌搬送スクリ
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ューの動きによる検出値の変化は攪拌搬送スクリュー周期あたりの透磁率の平均値を検出
値として算出し、上述の処理によりトナー濃度を計算した。
【００５５】
　本発明者らの検討によれば、トナー濃度の検出は、上述のように演算するタイミングや
方式を変更すればよいだけなので、現像剤面の状態を検知する構成と同じ構成において、
トナー濃度の検出値としても用いる事ができる事がわかった。ここで注意しなければなら
ないのが、現像剤面の状態が崩れた状態だと、トナー濃度の検出値も大きくずれてしまう
点である。インダクタンス検知センサ４３は、センサ面から限られた体積範囲（所定の範
囲）の透磁率を検出するので、現像剤のバランスが崩れた状態であると、検出範囲に存在
する現像剤の量が通常時と異なるため、検出値が変わってしまう。そのため、上述のトナ
ー濃度の検出は、現像剤面の状態が安定した状態で行う必要がある。つまり、図３でいえ
ば、図２（ａ）の検出値と記載しているような現像剤面の状態が安定している部分で、ト
ナー濃度の検出を行わなければならない。よって、インダクタンス検知センサを用いて現
像剤面の状態を検出し、その状態が安定してからトナー濃度を検出することで、トナー濃
度の検出精度をより向上させることができる。
【００５６】
　トナー濃度を検出できれば、トナー濃度の値に応じてトナー補給を行う事によって、画
像濃度を更に安定させ、長期にわたって良好な画像を形成できるようになる。また、トナ
ー濃度を検出するために、別のセンサ（例えば現像スリーブ上に塗布された現像剤に光を
照射した時の反射光からトナー濃度を検知するセンサなど）を取り付ける必要が無く、装
置の省スペース化、低コスト化が可能になる。
【００５７】
〔第３実施形態〕
　本実施形態の現像装置の構成は、図１（ａ）に示す現像装置とほぼ同じである。本実施
形態の現像装置は、前述した第１実施形態の構成に加えて更に、電源がＯＦＦされてから
ＯＮされるまでの経過時間を検出する時間検出手段を備えている。ここでは、時間検出手
段として、画像形成装置の電源ＯＦＦ／ＯＮの時間記録ができる、ＯＦＦ／ＯＮの時間検
出装置を追加した構成を例示して説明する。なんらかの理由により画像形成装置の電源を
ＯＦＦし、その後、画像形成装置の電源をＯＮした場合、電源ＯＦＦの状態での現像装置
の扱われ方は分からない。そのため、現像剤の状態がどのような状態かはわからない。以
下、例示して説明する。
【００５８】
　例えば、その日の仕事が終わり節電のために画像形成装置の電源をＯＦＦし、次の日に
電源をＯＮした場合や、本体に不具合が発生し、修理するために電源をＯＦＦし、修理後
にＯＮした場合などが考えられる。このような場合に、現像装置を機外に取り出し、傾け
たりしたかもしれない。ここで、電源がＯＮされた際に注意しなければならないのが、現
像装置内の現像剤の剤面の状態と現像剤の帯電量である。
【００５９】
　電源ＯＦＦの状態が長ければ、現像装置の機外への取り出し等がない場合は、現像剤の
剤面の状態は正常であっても、現像剤の帯電量は自然放電していくため帯電量が低くなっ
ている。画像形成に際して、現像剤の帯電量は所定の範囲（適正範囲）である必要があり
、帯電量が低いと白地部にトナーが付着したりする。そのため、この場合は現像装置を空
回転して現像剤の帯電量を前記所定の範囲（適正範囲）に戻す必要がある。
【００６０】
　一方、電源ＯＦＦの時間が短くても現像装置を機外に取り出し、現像剤の剤面の状態を
崩した状態では、帯電量が所定の範囲であっても現像剤の剤面の状態を安定した状態に戻
すために現像装置の空回転が必要になってくる。
【００６１】
　したがって、現像装置内の現像剤の剤面の状態と現像剤の帯電量が、それぞれが最適に
なるように現像装置を空回転することが望ましい。すなわち、現像装置内の現像剤の剤面
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の状態が安定した状態になり、かつ現像剤の帯電量が所定の範囲になるように現像装置を
空回転することが望ましい。現像剤の帯電量の変化は、本発明者らの検討によれば現像装
置が停止してからの放置時間に応じて、帯電量が自然放電により低下していくことがわか
っている。
【００６２】
　そこで、放置時間ごとの現像剤の帯電量の変化と、放置によって変化した帯電量を所定
の帯電量に戻すのに必要な攪拌搬送スクリューの空回転時間を夫々テーブルにして、前述
したコントローラ３００などに予め格納しておく。そして、電源ＯＦＦ／ＯＮ時間検出装
置を用いて、電源ＯＦＦから電源ＯＮまでの経過時間を検出し、その時間から所定の範囲
の帯電量に戻すための空回転時間を計算すれば、無駄な空回転を行わなくてすむ。また、
現像剤の剤面の状態は透磁率検出手段を用いて現像装置の空回転時間を最小限にすること
ができることは上述の通りである。すなわち、透過率検出手段と時間検出装置の検出結果
に応じて、画像形成動作に先立って行われる攪拌搬送スクリューの回転駆動時間を変更す
るようにしている。
【００６３】
　図６を用いて、電源ＯＦＦ／ＯＮの時間検出装置を追加した場合のより具体的な内容に
ついて説明する。
【００６４】
　なんらかの理由により画像形成装置の電源をＯＦＦし、その後、画像形成装置の電源を
ＯＮしたことを検出（Ｓ２１）したら、第１実施形態と同様に現像剤の剤面の状態を正常
に戻すために現像装置の駆動を始める（Ｓ２２）。ここでは、攪拌搬送スクリューの回転
駆動だけでなく、現像スリーブの回転駆動も始める。次にインダクタンス検知センサの検
出を始める（Ｓ２３）。インダクタンス検知センサの検出は上述のように１ｍｓ毎の検出
をスクリュー１周分行い、その平均値を検出値として算出し、その検出値をデータＳｉｇ
１，Ｓｉｇ２，Ｓｉｇ３……ＳｉｇＮとして本体内に記録していく。所定数のデータＳｉ
ｇ１，Ｓｉｇ２，Ｓｉｇ３……ＳｉｇＮが蓄積されたら、データのばらつきＫを計算する
。本例においても、ばらつきKとは、平均値からの差分をばらつきKとして定義計算する。
このばらつきＫが所定値αより大きいかどうかを判断する（Ｓ２４）。ばらつきＫが所定
値α以下である場合は、現像剤面の状態は既に安定していると判断し、次のステップ（Ｓ
２８）へとすすむ。一方、ばらつきＫが所定値αより大きい場合は、まだ現像装置内の現
像剤面の状態は不安定な状態であると判断し、ステップ（Ｓ２７）へとすすむ。そして、
攪拌搬送スクリューを所定時間ｔ（秒）だけ駆動し（Ｓ２７）、再びインダクタンス検知
センサの検出を行い（Ｓ２３へ戻る）、現像剤面の状態が安定していると判断（Ｓ２４）
されるまで（Ｓ２７）→（Ｓ２３）→（Ｓ２４）を続ける。すなわち、攪拌搬送スクリュ
ーは、現像剤剤面の状態が安定していると判断されるまで回転駆動される。ここで回転駆
動したトータルの時間をβとして記録しておく。
【００６５】
　ステップ（Ｓ２４）にて現像剤面の状態が安定していると判断されたら、次にステップ
（Ｓ２８）にて電源ＯＦＦ／ＯＮ検出装置から前回の電源ＯＦＦから電源ＯＮまでの経過
時間を検出する。（Ｓ２８）以降の工程において、検出した電源ＯＦＦから電源ＯＮまで
の経過時間が長い場合は、放置により現像装置の帯電量が変化している場合の補正を行う
。
【００６６】
　予め放置条件による帯電量の変化と、変化した帯電量を修正するために必要な現像装置
の回転駆動時間データを格納し、検出時間から回転駆動時間Ｔを計算する。そして、必要
回転駆動時間Ｔが、（S２１）～（S２４）の工程におけるトータル回転駆動時間βより大
きいかどうかを判断する（Ｓ２８）。ここで検出時間Ｔが所定時間β以下の場合には、現
像装置の帯電量が変化している可能性は低いので、現像装置の駆動を停止する（Ｓ２５）
へとすすむ。一方、必要回転駆動時間Ｔがトータル回転駆動時間βより大きい場合には、
現像装置の帯電量が低下している可能性が高いので、検出時間Ｔに応じた所定の時間（Ｔ
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－β時間）だけ、現像装置を空回転（現像スリーブと攪拌搬送スクリューを回転駆動）す
る（Ｓ２９）。このような工程により空回転の時間を決定すれば、最小限の空回転時間に
おいて現像剤面の状態を安定させるだけでなく、現像剤の帯電量も適切（所定の範囲）に
することができる。
【００６７】
　尚、時間検出手段として、画像形成装置の電源のＯＦＦ／ＯＮ時間検出装置を例示して
説明したが、これに限定されるものではない。現像装置の帯電量は、現像装置の駆動ＯＦ
Ｆの時間に応じて低下していくので、電源のＯＦＦ／ＯＮ時間検出装置でなくても、現像
装置の駆動ＯＦＦ／ＯＮ時間が検出できる装置（時間検出手段）であればよい。また、現
像剤の帯電量変化は放置時間だけでなく、現像装置が設置されている環境にも影響される
ので、環境を判別し、環境ごとのテーブルを選択するようにすると、より適切（最小限）
な空回転時間にすることができる。また、帯電量の変化によるインダクタンス検知センサ
ー検出値の時間的変化は、現像剤面の状態が安定する際の時間的変化と比べると時間的変
化が緩やかである。そのため、現像装置の回転駆動時に帯電量が変化しても、現像剤面の
状態判断に対して支障はない。
【００６８】
　以上のように、装置の電源がＯＦＦされ、どのような状態にあるか分からない現像装置
においても、現像剤面の状態と現像剤の帯電量を把握することによって、現像装置（現像
スリーブと攪拌搬送スクリュー）の回転駆動時間を最小限にすることができる。現像装置
の空回転の時間を短くするほど、現像剤の劣化を防ぐことができるので、長期にわたって
良好な画像を提供できる。また、装置の立上げ時間などを短縮でき、画像形成の生産性を
高める事ができる。
【００６９】
〔第４実施形態〕
　次に、現像容器内の現像剤の入れ替えが可能である現像装置を例示して説明する。現像
剤を入れ替えて、現像装置自体を利用する場合において、入れ替えた現像剤の物性が入れ
替える前の現像剤と全く同一である事は皆無であり、流動性や凝集度などが異なる。した
がって、現像剤の状態が安定するまでの時間も入れ替える前後の現像剤において異なる。
【００７０】
　そこで、前述した実施形態と同様に、現像剤の入れ替えが可能な現像装置においても、
現像剤を入れ替えた後も透磁率検出手段を用いて現像剤の状態を精度よく検出できるので
、不必要に現像装置の空回転を行わなくてすむ。
【００７１】
　また、現像剤の物性は画像形成を繰り返し行った耐久後と初期状態でも異なるし、使用
環境によっても異なるため、これら条件毎に現像剤の状態が崩れてから安定するまでの時
間も異なる。このような様々な物性変化を予測して、現像剤の状態が崩れてから安定する
までの時間を予測制御して現像装置の空回転の時間を決定していく事は非常に困難である
。
【００７２】
　このように現像剤の物性が変化したとしても、本実施形態によれば、透過率検出手段に
より現像剤の状態が安定しているか否かを直接、検出できるため、不必要に空回転を行わ
なくてすむ。空回転時間を最小限にすることによって、前述した実施形態同様に不良画像
を発生させない事はもちろん、装置の立ち上げ時間などを短縮でき、画像形成の生産性を
高める事ができる。
【００７３】
〔他の実施形態〕
　前述した実施形態では、画像形成部を４つ有する画像形成装置を例示しているが、画像
形成部の数はこれに限定されるものではなく、必要に応じて適宜設定すれば良い。
【００７４】
　また前述した実施形態では、画像形成装置の本体に対して着脱自在なプロセスカートリ
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ッジとして、感光体ドラムと、該感光体ドラムに作用するプロセス手段としての帯電手段
，現像手段，クリーニング手段を一体に有するプロセスカートリッジを例示したが、これ
に限定されるものではない。感光体ドラムの他に、帯電手段、現像手段、クリーニング手
段のうち、いずれか１つを一体に有するプロセスカートリッジであっても良い。
【００７５】
　更に前述した実施形態では、感光体ドラムを含むプロセスカートリッジが画像形成装置
の本体に対して着脱自在な構成を例示したが、これに限定されるものではない。例えば各
構成部材がそれぞれ組み込まれた画像形成装置、或いは各構成部材がそれぞれ着脱可能な
画像形成装置であっても良い。
【００７６】
　また画像形成装置としては、例えばプリンタ、複写機、ファクシミリ装置等の他の画像
形成装置や、或いはこれらの機能を組み合わせた複合機等の他の画像形成装置であっても
良い。また、記録媒体担持体を使用し、該記録媒体担持体に担持された記録媒体に各色の
トナー像を順次重ねて転写する画像形成装置であっても良い。また、中間転写体を使用し
、該中間転写体に各色のトナー像を順次重ねて転写し、該中間転写体に担持されたトナー
像を記録媒体に一括して転写する画像形成装置であっても良い。これらの画像形成装置、
及び画像形成装置における現像装置に本発明を適用することにより同様の効果を得ること
ができる。
【符号の説明】
【００７７】
Ｒ１  …現像室（現像剤流路）
Ｒ２  …攪拌室（現像剤流路）
Ｒ３  …トナー貯蔵室（トナー貯蔵部）
３    …感光体ドラム（像担持体）
３１  …現像容器
３２  …現像装置
３３  …補給用トナー
３５  …現像剤
３６，３７ …スクリュー（攪拌搬送部材）
３８  …現像スリーブ
３９  …現像領域
４３  …インダクタンス検知センサ（透磁率検出手段）
４３ａ …センサ面
４４  …隔壁
３００ …コントローラ
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